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総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会

原子力防災小委員会

第12回 火災防護ワーキンググループ

議 事 録

１．日時：平成22年12月16日（木） 14:00～16:00

２．場所：新潟県柏崎刈羽原子力防災センター

３．議題：

（１）柏崎刈羽原子力発電所の火災防護対策の実施状況等について

（２）原子力発電所における火災防護対策の高度化に関する検討状況について

（３）その他
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〇田口火災対策班長 本日はご多忙中にもかかわらず、ご出席いただきまして、まことにありがとう

ございます。時間となりましたので、ただいまから火災防護ワーキング第12回会合を開催させていた

だきます。

まず、本日の出席状況ですが、久保委員、首藤委員、辻本委員からご欠席の連絡をいただいており、

５名の委員にご出席いただいております。

また、本日の会合には総務省消防庁、秋葉特殊災害室長、柏崎市消防本部の村田予防課長、中部電

力の奈良間部長、東京電力の川俣部長、室星部長にご出席いただいております。

続きまして、資料の確認をさせていただきます。議事次第の裏が配付資料一覧となってございます。

資料は、2212―１から参考資料2212―１までとなっております。過不足等ございましたら、事務局ま

でお申しつけいただきたいと思います。

それでは、黒木審議官から一言ご挨拶を申し上げます。

〇黒木審議官 柏崎刈羽での火災防護ワーキンググループの開催ということで委員の先生方、それか

ら関係者の皆様方にご出席賜りまして、大変ありがとうございます。

それからまた、午前中の柏崎刈羽原子力発電所の視察、大変ご苦労さまでございました。それに引

き続いて行うワーキンググループということで、最初に火災防護対策がどのような状況になっている

のか、本日午前中の現地視察も踏まえながらご議論いただければと思っております。

それから、火災ハザードの解析について検討しているところでございますが、これも午前中、柏崎

刈羽原子力発電所のモデルプラントということでご視察いただいた地点を念頭に置きながらご議論い

ただければ大変ありがたいと思っております。そのほか、関連の事項についてご報告させていただき

ますので、あわせてご議論をいただいて、有意義な会合にしていただければと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

〇田口火災対策班長 ありがとうございました。

ここから先は、議事の進行を鶴田主査にお願いいたします。

鶴田主査、よろしくお願いします。

〇鶴田主査 どうもありがとうございました。

それでは、早速議事に移させていただきたいと思います。

議題の１のほうを見ていただきますと、柏崎刈羽原子力発電所の火災防護対策の実施状況等につい

てでございます。本日午前中の現地調査の概要は、お手元の資料の2212―１のとおりでございますが、

事業者の具体的な取り組み状況について改めて東京電力から説明いただきたいと思います。

では、よろしくお願いいたします。

〇東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所室星部長 東京電力の室星でございます。午前中のご視察、

お疲れさまでした。

資料は、2212―２の資料でございます。中には、現場の視察の段階でご説明したものもございます
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ので、要領よくご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

本日のご説明内容ですが、中越沖地震以前と以降の対策についてと、そして自衛消防体制の充実と、

その他の火災事象とその対策ということで記載させていただいています。

資料をおめくりください。シートの２になります。これは、中越沖地震以前の火災の実数をこうい

う形で棒グラフにさせていただきました。実は中越沖地震以前は、私ども東京電力の火災の経験とい

うのは溶断、溶接時のノロの飛散、これは可燃物であったり、養生シートに燃え移って焦がすという

ような火災、もしくは落雷による火災というのが非常に多くございました。そのうち過去10年間、こ

れは中越沖地震以前ですが、10年間に限定しますと、消防さんによる実消火というのが24件のうち１

件という内容でございます。

その下が、シートの３になりますが、中越沖地震以前、直前の19年に発生した火災の事例をちょっ

とご紹介させていただきます。説明は割愛しますが、比較的大きな火災としましては、一番下にござ

います４月４日に起きています５号機の格納容器内での火災でございます。これは、養生していたシ

ートに燃え移ってという内容でございます。

次に、シートの４をご確認ください。先ほどちょっとお話をしましたように、私どもの過去の経験

というのは実は溶断と溶接、このノロに対しての対策というのが中心でございました。ということで

平成11年に相当抜本的な対策をしています。大きく分けて防火管理上の問題、教育、安全意識、環境

ということで幾つか対策をとっています。

その１つが、いろんな席でちょっとご紹介をさせていただいていますが、こういったハンドブック

を作って、各作業員さんにご紹介をするというような例でやっています。

あと、ちょっと下のところとかぶるんですが、私ども特に危険度の高い火災については火気の専任

監視員をつけていただくと、これは企業さんにですね。そういったような対策をしています。

あと、もう一つ一番大きいのは、実はこれ以前は養生シートが可燃性のシートを使っておりました。

水漏れを防止という視点で、当時は頻繁にあちこちに可燃シートを使っていたという状況です。その

シートに燃え移った火災というのが非常に多かったものですから、これを境に、そういったシートは

すべて難燃シート、もしくは不燃シートに取りかえるということで、この平成11年ごろというのが大

きな境界点になっています。

その下のシート５でございます。先ほどもちょっとお話をしましたが、管理の強化ということで可

燃物の使用制限等、火気取り扱い作業のレベルを区分けをしまして、そのレベルに応じた管理をする

ということで、これは契約条項として各企業さんにも守っていただくというようなことでございます。

例えば作業内容によって、作業前の確認であったり、対応の仕方、作業中、作業後ということで、こ

のような要求をしています。

次に、シートの６をごらんください。シートの６で、マスコミさんにもいろいろな席で中越沖地震

以降の火災の件数というのが上げられますが、ここに掲げてございます12件でございます。一番至近
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の火災というのが現場でご覧いただきました発電所敷地内のチップ火災でございます。

添付の一番最後にＡ３判で、この12件について写真つきでご紹介をさせていただいています。説明

は割愛しますが、この中でも私どもも非常に反省したところもありますし、ショックを受けたという

内容が５番目と８番目、これがいずれも危険物の処理中の火災でございます。この２つの火災を受け

て、危険物の管理については徹底した管理をしています。ちょっと後段でもご紹介しますが、これが

非常に大きな分岐点でございます。

済みません。あっちこっち戻って申しわけないです。シートの７をごらんください。危険物のこの

２件の火災につきましては、先ほど言いましたように非常に大きな反省点がございました。こういっ

た改善項目を47項目としてまとめましたアクションプランを策定しています。具体的な内容は割愛さ

せていただきますが、私どもとして反省するところとして大きく４点ございます。

まず、正直申し上げてこれまでの段階というのは企業さん任せというところがございました。とい

うことで、ここは私どもが、当社が当社の現場として統率力を発揮できていなかったというのが大き

な問題です。

それと、これは特に今回の地震の復旧で非常に多くの作業員の方が入ってきたということもあるん

ですが、そういう作業員さんに対して各元請さんの現場監督力が不十分だったという点が２点目でご

ざいます。

それと、３つ目は非常に大きく反省しますし、痛い目を見てからわかるというところでもあるんで

すが、危険物の怖さを知らなかったと。これ私ども共通の認識です。これが一番大きな問題だと思っ

ています。

それと、まだまだ、先ほど過去の事例があったにもかかわらず、私どもの中に意識という意味でも

非常に不足していたというところが大きな反省です。

次に、シートの８をご覧ください。先ほどの47項目のうち、幾つか主要なところを抜粋させていた

だいています。

まず、危険物ですが、特に特別危険物につきましては、まず一旦建屋内から全部搬出しました。そ

の上で、第一石油類の使用制限などをルール化をしています。

それに加えて、防火指導員という職位を設けまして、危険物作業の要領書のチェック、工事監理員

などによる事前検討会や初回に立ち会いをさせるといった形で現場の管理の強化を図っています。

それと、私どもの中に防火指導員を設けましたけども、並行して各元請さんに防火管理の安全専任

者という職位を設けさせています。こういった形で私どもと元請さんとという形で協調しながら管理

の強化をしていたという状況でございます。

それと、危険物を取り扱うに当たっての要件を強化をしています。加えて、もう危険物を扱う作業

員さん全員に特別教育を受講させます。特別教育については、机上の研修だけでなく、体感教育もあ

わせて実施しております。
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下の９ページがルールの標準化でございます。先ほどもお話ししましたように、この取り扱いのル

ールを厳正化するためにプロジェクトをつくりまして、改善策を作っています。そういったものをガ

イドという形で標準化をしています。ちょっとその補足を次のシートの10で補足させていただきます。

このルールの改正は、ちょっと違和感があるかもしれません。といいますのは、一方で当社のルー

ルが余りにも重厚長大になって、逆に探しにくいし、読みにくいというところもございました。とい

うことでルールについては、一方でスリム化するという動きもございます。ですので、ルールという

ものについては最低限守ってほしい、絶対忘れないでほしいというところをルール化しています。

もう一つ、先ほど言いましたようなガイドなんですが、これは一種のノウハウ的なところもござい

ます。もう少し作業に即した形で補足をしてあげたいということですんで、それをルールとガイドと

いうような形で分けた使い分けをしています。このガイドの作成にあたりましては、私どもでこの２

件の大きな火災を受けた特別委員会をつくったんですが、この特別委員会に社外の先生方に入ってい

ただきましたが、その先生方からもレビューをいただいて、このガイドを制定しております。

ルールの内容については下に、シートの11でございますが、細かい内容は割愛しますが、こういっ

た内容を記載をしています。

シートの12が先ほどのお話をしましたガイドでございます。これはガイドですんで、できるだけわ

かりやすいようにということで写真やポンチ絵をふんだんに使った形で作業員さん、もしくは作業班

長さんも使いやすいということを非常に配慮した構成にさせていただきました。

シート13が12件の火災の事例を総括した内容でございます。上に火災事例、下にその主な対策とい

う形でまとめています。こういった形で、いかんせん火災の数が多かったものですから、その結果と

して非常に多くの教訓が得られているということで対策も多岐にわたっております。

シートの14をごらんください。その中の防火教育ということで、こういった事例でございます。私

ども当社だけでなく、今私どもは電事連さんを介して火災の事例を共有するという仕組みをつくって

おりますので、そういった事例をタイムリーに各企業さんと共有するという形で、先ほどちょっと説

明割愛しましたが、企業さんとの間で防火管理部会という組織をつくっていまして、そういう組織の

中で共有し合うというような形にしています。

それと、意識向上ということもありますので、チラシを刷るとか、そういった形で啓蒙活動してい

ます。

あと、先ほどご説明しました特別委員会の先生などをお招きして現場の指導会という形で、こうい

う経験が薄れないようにという取り組みをさせていただいています。

15ページでございます。現場でもちょっとご説明をしましたが、可燃物自体相当量ございました。

それをスリム化はしているんですが、まだ先ほどの焼却炉の関係もございまして、完全に処理できて

いない状況です。今進行中という状況でございます。

シートの16については、現場でご説明をしましたので、詳細は割愛しますが、この写真の左上にご
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ざいます建物、これは大橋ワーキングでもお約束をさせていただいていますが、この建物自体も耐震

強度を上げて、一般の建物よりも明らかに強いと。この建物が壊れて、消防車が出られないというこ

とのないようなタイプの構造にしております。

シート17からは、体制についてご説明をさせていただきます。17の中にピンクで初期消火班とござ

います。これについては、ちょっと詳細にご説明させていただきます。

シートの18をごらんください。その初期消火班につきましては、大橋ワーキングでご提言をいただ

いた内容でございます。３号機の変圧器の火災のときに迅速な対応ができなかったと、有効な消火が

できなかったということで、こういう体制をつくっています。

要員の構成でございます。まず、当直長がおります。※１がついています。それと、当直長並びに

当直員。それと、右端に、これ非常に特異なお話なんですが、放射線の測定当番、測定員でございま

す。これは、同じく中越沖地震のときにこういった水漏れがあった当時に、迅速に測定、判断、評価

ができなかったという反省を踏まえて、放射線測定員を当番制にして24時間体制にしています。この

メンバーも24時間体制でおりますので、初期消火班に加えています。

それと、特徴的なのが白い四角の中にあります。これは、委託の警備員さん並びに委託の専門会社

さんにお願いをしていますが、化学消防車と水槽つきの消防ポンプ車、この２台を操る３名ずつの団

員と、私ども社員の警備員、これが隊長になる消防車隊でございます。こういう構成になっています。

その下、シート19ですが、この15人がどういう振る舞いをするかというのが下にございます。プラ

ントの中の場合は、この資料の下の真ん中ぐらいでしょうか、現場に当直副長と当直員が向かいます。

そこに消防車隊、この７人が控える。もしくは中の火災であれば、南明隊とございますが、この３名

が他号機の当直長の誘導を得て応援に行くという体制でございます。

それと、左端に放射線測定員とございます。この測定員は、私どもの発電所ですと、柏崎消防本部

さんが来られたときに現場の状況をご説明する、放射線の状況をご説明するという役回りを行います。

こういった体制で都合15人という体制をしました。

済みません。シートの20でございます。これは、訓練の内容を記載をさせていただいています。訓

練については、私どもこの自衛消防隊員の南明隊、これは私どもの関係会社になりますが、この会社

が消防業務をなりわいにしている会社でございます。そういう関係もあって、専門家でございますの

で、彼らの指導をもらいながら私どもの消防隊、特に当直員の訓練をしています。

その下に自衛消防研究会への参加とございます。柏崎消防本部さんが主催されますこういった研究

会に私どもも参加をさせていただいていますし、実は消防署さんからは、この機会だけでなくて、い

つかの機会でご指導をいただいているというような状況でございます。

下が柏崎消防本部さんと合同でやらさせていただいた訓練の内容を書かさせていただいています。

説明のほうは割愛させていただきます。

シートの22でございます。一方で、なかなか大きな炎を体感しながらの訓練というのは機会がない
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もんですから、独立行政法人海上災害防止センターさんに私どもの社員を派遣して、こういった訓練

をやっています。これは、私どもだけではなく、福島第一、第二も含めて、毎回30名ずつぐらいです

か、そのぐらいを派遣するような形になっています。

シートの23から26については、先ほど現場でご説明をさせていただきましたので、割愛させていた

だきます。

シートの27から30についても割愛をさせていただきます。31もそうですね。ごめんなさい。

それで、32は、文字だけで申しわけないんですが、先ほどもちょっと現場でもお話をしましたが、

今６号機の定検で試運用という形で可燃物の持ち込みを徹底して制限するというトライアルをしてい

ます。具体的には、先ほどの当初過去から可燃物のシートを難燃シート、不燃シートに切りかえてき

たんですが、この難燃シートも一種燃えるわけですんで、その難燃シートも含めて、とにかく極限ま

で減らしてみようというようなトライをしています。このトライをそのほかのプラントにも反映すべ

くやっています。ただ、まだ、当然ですけども、ゼロということまでは実現できていないんですが、

そういうことをちょっとトライをしながら、可燃物を低減するということを今進めているとこでござ

います。

すみません。随分端折りましたけども、私のほうの説明は以上でございます。

〇鶴田主査 ありがとうございました。

非常に資料が多かったので、駆け足の説明になったと思います。

では、資料の説明の方、先の方に進めさせていただきます。質問等、コメントはまた後ほど伺いま

す。

次は、原子力発電所の火災件数について事務局から説明いただきます。よろしくお願いいたします。

〇渡辺火災対策室長 それでは、資料2212―３をご覧いただきたいと思います。

各発電所におかれましては、本ワーキングで昨年８月にまとめた火災発生防止に関する報告書を踏

まえまして、それぞれアクションプランをつくって対策を進めてきたという状況でございます。先ほ

どご紹介のあった柏崎刈羽発電所の例もその一環ということになります。ことし３月の本ワーキング

の第10回では、各プラントの状況というのを確認させていただいていまして、その時点で一通りの対

策に着手したということを確認しております。

今回ですけれども、こうした取り組みが実際の火災の発生状況に反映されているかといった点を確

認する趣旨でデータを再整理させていただいております。

１枚目の下のほうですけれども、ここで用いているデータは、原子力施設公開ライブラリーデータ、

あるいは一部消防庁データも提供いただいて、原子力発電所の火災事例を抽出しています。1967年か

らことしの11月末までの116件のデータを使っています。

なお、今回一部データの整理に時間がかかるグラフがありまして、その都合上で11月末までのデー

タとさせていただいていますけれども、その後、12月２日に敦賀発電所で１件火災が発生しておりま
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す。こちらの火災は、ちょっと作業の都合で間に合わなかったんですけど、これ含まれていないとい

うことをご了承いただければと思います。

では、おめくりいただいて、裏面をごらんいただきたいと思いますが、まず上のスライド番号３で

すけれども、これは火災の全体トレンドになります。ごらんいただいてわかりますとおり、近年火災

が増加傾向にずっとあったわけですけれども、2009年度、昨年度から今年度にかけまして歯どめがか

かっているように見える状況に今現在はなっております。

また、この棒グラフ、青い部分が工事とか点検等に伴っての作業中、溶接とか、そういったものの

火災、赤がそれ以外ということなんですけれども、2010年度は今のところ、先ほど申しましたワーキ

ング報告書で主眼を置いていた工事、点検等の作業中の火災というのは減少していると、こういう状

況でございます。

その下のスライド４ですが、2005年以降のデータを抜き出したもので、特に左側の全原子力発電所

の合計というのは、その上の近６年のものと全く同じものなんですけれども、その右下のほう、柏崎

刈羽原子力発電所のデータだけ抜き出したものが右下になりますけれども、こちらについてはここ２

年、件数はかなり低減されています。今年度は、先ほども話ありました屋外でのチップ火災のみで、

また従来力を入れています作業中の火災というのは発生していないというところでございます。まだ

まだ予断を許さない状況ではあると思うんですが、発電所自体の取り組み、またこれから説明ござい

ますが、所轄の消防機関の取り組みが功を奏している状態というように今のところ考えられます。

その次のグラフです。スライド５ですけれども、これは全原子力発電所での累積発電時間と火災件

数のグラフ化したものです。ごらんいただいてわかるとおり、以前と比べて、時間当たりの火災の頻

度というのが新潟県中越沖地震以降ふえている傾向にあります。これは、柏崎刈羽で工事等が非常に

多かったということも影響していると思われますけれども、近年以前と比べると少し傾きが急になっ

ております。ここ２年ぐらいどうなのかなというところなんですけれども、グラフ上、2008年度のと

ころはかなり傾きが急で、2009年度、2010年度、これは11月末までですが、のところは多少ピーク時

よりは傾きがやや緩くなっているように見えなくはないんですけれども、いずれにしても全体として

はまだ平均的なところに比べてもなお傾きとしては急な状態ではあります。柏崎刈羽だけではなくて、

他のプラントも含めて引き続き火災防止対策に力を入れていただく必要があると、このような状況で

ございます。

あと、スライド６以降は、以前のワーキングでご説明している内容と同様の傾向のものですので、

本日は説明を割愛させていただきます。

資料2212―３につきましては、以上です。

〇鶴田主査 ありがとうございました。

次に、柏崎市消防本部による取り組みにつきまして柏崎市消防本部から説明お願いいたします。よ

ろしくお願いします。
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〇柏崎市消防本部村田予防課長 予防課長、村田でございます。よろしくお願いいたします。

資料に基づきまして説明させていただきます。２ページですけども、事業所への防火指導としまし

ては、復旧時の危険物取り扱い作業におきまして、火災が連続して発生したことに伴いまして、下記

のような指導を行いました。

１番目としましては、防火安全講習会、これは21年３月13日、東京電力社員及び協力企業の従業員

104人に対しまして、内容的には出火防止対策としまして、火災に対する基礎知識、火気使用の安全管

理、工事中の出火防止策、過去の火災事例からの教訓などを行いました。また、危険物の安全管理と

しては容器の表示、それから指定数量、法と条例規制の違い、貯蔵取り扱いの管理要点などを座学で

説明いたしました。

２番目の臨時立入検査でございますが、21年５月７日から約週１回の割合で入っております。昨日

15日までに延べ85回、人員にいたしまして179人が入構して指導しております。実施場所ですけども、

周辺防護区域内の火気、危険物取り扱い作業場所を中心に行っております。内容につきましては、改

善計画に伴う作業内容の状況を確認しております。特別危険物の搬出、有資格者の確認等、47項目出

ている部分のところを確認しております。

３ページですけども、事業所の消防訓練としまして、１番目、初期消火班、消防車隊員の訓練です

けども、これは消防機関による訓練、私ども立ち会いをしたのが平成19年９月、最初に消防車隊員の

南明隊、先ほど東京電力さんの室星部長が説明されました南明隊のほうですけども、屋外消火栓によ

る消火訓練を指導、立ち会いといいますか、しております。これは、屋外消火栓を水源としての放水

訓練状況を立ち会い、そしてまた指導しております。

続きまして、事業所における訓練といたしまして消防車隊、これは南明隊、先ほど出ております原

防隊です。訓練内容のほうは、指導者、筒先員、機関員などの活動内容ごとに力量確認しながら実施、

あわせて南明隊、原防隊との連携訓練等について日々内容を変えて実施しているということでござい

ます。

先ほど言いました独立行政法人海上災害防止センターにおける訓練ということで、こちらに記載さ

れていることは先ほどの説明の中にも重複いたしますので、割愛させていただきます。

２、当直運転員等の所員に対する教育訓練としまして、屋外消火栓訓練等指導状況ということで伺

っております。平成20年11回、延べ280人、21年度が７回、280人、22年度５回が約240人ということで

やっております。これは、後ろに出ております写真がまたついておりますので、見ていただきたいと

思います。写真で、ページでいきますと10ページから14ページのような訓練の内容になっております。

続きまして火災対応教育としまして、消防署員誘導、人身災害等の対応等を座学で行っているとい

うことでございます。

３番目、５ページ、連携体制の強化といたしまして、合同訓練を実施しております。その状況です

けれど、第１回が平成20年３月19日。想定内容ですけども、４号機変圧器火災、油火災を想定しての
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泡放水訓練、実火災を消火しております。参加人員のほうは、記載のとおりでございます。これも写

真があります。写真が８ページ、９ページに出ておりますので、また参照していただきたいと思いま

す。

第２回が平成21年２月26日。想定内容のほうは、１号機タービン建屋１階で行いました。管理区域

内の火災でございます。

第３回、平成22年３月２日。想定内容、同じように７号機タービン建屋１偕、管理区域内において

の火災を想定して行っております。これも写真が15ページと16ページについておりますので、参照し

ていただきたいと思います。

６ページですけども、柏崎刈羽原子力発電所における防火安全対策協議会というのを設立しており

ます。この協議会は、震災後、発電所内で火災が多発したことにより、出火防止対策について広く関

係機関で議論するために、消防本部を事務局としまして設立をいたしました。構成メンバーです。こ

こに記載のとおりでございます。地元保安検査官事務所の所長様、副所長様から出席していただいて

おります。柏崎市の方は危機管理監、刈羽村からは総務課長様、東京電力様からは防災安全部長様並

びに関係社員の方から出席していただいています。当消防本部のほうは、消防長を筆頭に管理職が会

議のほうに出席しております。

開催日のほうですけど、過去に４回しております。第１回は平成21年１月28日、この第１回は、今

申しました内容のものを討議しております。第２回は21年３月27日、火気作業、危険物取り扱い作業

の改善計画について、47項目について内容を審議しております。第３回は平成22年３月２日、発電所

内、構内におきまして自衛消防隊の現場活動状況を視察、確認しております。第４回は平成22年10月

19日、中越沖地震後の火災原因対策等に対する検証と出火防止対策について討議しております。

３、事業所と消防本部との連絡会。これは、東京電力様と消防署の意見交換の場とした位置づけで

行っております。第１回が平成21年６月３日、開催目的の確認、今後の進め方の確認等を行っており

ます。第２回目が21年９月30日、火災現場での線量報告及び入域方法、消防署員への放射線教育、合

同訓練について等話し合いを行っております。第３回目が平成21年11月30日、これは自衛消防隊、南

明隊及び原防隊員さんとの意見交換をしております。第４回は、平成22年10月15日です。これは、当

直長様と意見交換、主に通報に関する事項について話し合いをさせていただいております。

７ページですけども、これはあくまで参考でございまして、事業所の体制強化というところでござ

います。組織機構の改革、このとおりでございます。消防車両、消防用設備等を強化ということで、

これは先ほどから説明してありますので、割愛させていただきたいと思うところですけど、３番目の

大型消火器、50型等の設置数の増加ですけども、これ危険物施設や変圧器の周囲に大型消火器149基及

び移動式粉末消火設備72基を増加し、167基から388基と増加いたしました。それから、耐震防火水槽

の設置ですけども、これは20カ所設置しました。内訳としましては、100トン級が９基、40トン級を11基

設置してあります。あとは、通信手段の強化ということで、他の原子力発電所と同じような形態で行
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っていると思いますし、先ほど見ていただきました緊急時対策室、免震棟ですけども、延べ面積約

4,000平米、建物完成が平成21年12月25日から、運用開始が22年１月15日ということでなっております。

あとは、先ほど見ていただきました写真を添付させていただきました。

以上、雑駁ですけど、説明させていただきました。

以上です。

〇鶴田主査 それでは、ただいまの説明いただきました点につきましてご意見、ご質問等、ご発言を

希望される方、挙手の上、お願いいたします。

では、渡邉さん、どうぞ。

〇渡邉委員 東電さんも保安院さんもそうなんですけど、過去の事例の分析的なことをやられて、今

後に活かそうという努力をされているんですが、もう少し深く分析をしたほうがいいんじゃないかと

いうか、すべきじゃないかと思う点が幾つかありまして、１つはどの場所で起こったかというか、ど

ういう機器で起こったかという側面での分析がされているのかどうか、今この２つの資料を見た感じ

ではよくわからない。実際に、じゃどういう機器で起こっていて、それが原因が同じようなものがあ

ったのかどうかとか、それは昔だったらこうだけど、今は解決されているとか、そういうものを少し

見つけていくと、今後どこに焦点を絞るかとかいうのがある程度わかってくるのかなと。

もう一つは、正直言って作業中に火災事例が多いのはある意味当たり前、要するに停止中の作業を

行っている時間が長いんで、当たり前と。運転中は、じゃどうかと。運転中に起こったものだったら、

どういう傾向があるのかとか、そういうものを少し見たらいいかなという気がします。

もう一つは、これはいつもアメリカの例を出して申しわけないんですが、火災の継続時間というの

が非常に重要なファクターになっていて、要するに安全上重要な火災であれば、それは時間が短くて

ももちろん重要なんですが、安全に余り関わらない事例であっても、継続時間が長いと、やっぱりプ

ラントの安全性には影響を及ぼすだろうと。そういう観点で火災の継続時間というのをきちっと把握

して、じゃその長くなった理由は何かとか、そういうものを少し分析されるといいのかなと。そうい

う印象を今、ざっとその資料のご説明を受けたところで感じたところです。

過去の事例の分析については、保安院さん多分やられて、これ以上深い分析やられるのはかなりき

ついと思うんですね。だから、むしろＮＵＣＩＡを運営している、今ＪＡＮＴＩでしたか、ＪＡＮＴ

Ｉのほうでもう少しきちっと事例の分析をされたほうがいいのかなという、そういうのを産業界の中

で少し議論されたら如何なものかなという感じがしています。

〇鶴田主査 では、ただいまのところに対しまして。

〇東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所室星部長 ありがとうございます。２点ちょっとお答えを

したいと思います。

まず１点、ご趣旨のとおり、私どももちょっと事業所内での情報共有も含めて、その辺は取り組み

たいと思います。
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一方で、私どももちょっと今これからという状況なんですが、消防庁さん等で全国的な火災の事例

というのがいろいろまとめられています。その中で、例えばペットボトルを置いておいて、ペットボ

トルのレンズ効果で火災というのがございますよね。あと、意外と多いのが照明器具の安定器からと

か。実は私どもとしても火災は経験はしていないんですけども、正直言って今やっている対策で大ど

ころはもうほぼ撲滅できているんだと。ただし、まだそういう意味でのリスクが残っているんで、そ

ういうリスクをこれからちょっと当たっていかなきゃだめなんじゃないかというのは、今社内でちょ

っと検討しております。

ただし、今言ったみたいに、ペットボトルも安定器も数は多いし、物すごくいろんな組み合わせで

起きるもんですから、どういう形で手をつけていったらいいのかというのは、正直言って今暗中模索

をしているというような状況です。いずれにしろ、そういう点でももうちょっと検討していく必要が

あろうと思っています。

〇渡辺火災対策室長 保安院サイドなんですけれども、今日のデータよりも多少詳しいぐらいの分析

まではしたことがあって、以前のワーキングでもご説明したことがあるんですけれども、ご指摘のよ

うな場所とか機器ごとの分析、それの時期的なトレンドみたいなものについてはまだ分析に至ってい

ない。また、火災の継続時間についてもアメリカで行政対応をとる上でも重要なファクターになって

いるということは承知しておりますが、今手元にあるデータの中ではそうした入力項目がございませ

ん。いずれにつきましても非常に重要なところだと思っていまして、日本国内での火災を知るという

こともそうなんですけれども、でき得れば例えばアメリカとか、そういったところと比べてどうなの

かとか、そういったあたりも含めて、少し特質、日本の特性みたいなものを把握できるようにできな

いかということで検討しております。

また、先ほどＮＵＣＩＡとかＪＡＮＴＩ側の取り組みと連携ということもご指摘いただいていまし

て、事業者側ともそこはご相談させていただきたいと思っていますし、また行政側としては保安院だ

けではなくて、ＪＮＥＳさんとも連携して、今までより少し詳しい分析をして、より実際の対策に結

びつくような形にしていきたいということで事務的には相談を始めておりますので、ある程度データ

が出てきた段階でまたワーキングにもお諮りして、いろいろご議論いただいて、また足りない点があ

れば追加していくような形で進めていきたいと思っております。

〇鶴田主査 ほかにございますでしょうか。

じゃ、野村委員。

〇野村委員 先ほど東京電力さんから資料２で、資料３では火災件数、火災件数のほうは保安院さん

でしたか、柏崎刈羽発電所の方で作業中の火災件数が目に見えて減っているという話ありました。こ

れは工事件数とか作業者の人数とか、そういったものも関係していると思いますので、このまま受け

取っていいかどうかということはありますけども、確実に私は減っているように思います。

それで、東電さんから説明のあった資料２の７コマ目でございますけども、火気作業、危険物取り
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扱い作業の改善に向けた取り組みということで、ここで改善計画の大項目ということで４項目ほどご

紹介ありました。そのうちの３番目、こういう危険についての知識あるいは危険予知、こういったも

のを現場のほうで十分確認してやっているというところにかなり強調してお話がありました。そのと

おりだと思っております。これがやはり大きく効いているのかなというふうに私も思っております。

そういったことで、実は今日は余り長くは歩けなかったんですけども、現場を見て、そういった危

険予知等の取り組みについて今もしっかりやっておられるのかなということでちょっと気をつけて見

て回りました。そういった意味では、火気作業用のボードでなかったかとは思いますけども、きちっ

と危険予知ボードを使って、きちっと工夫したやり方で作業がやられていたと思います。そういった

取組がじわっと、ホディーブローじゃないですけども、効いてきているんじゃないかと、このように

思っております。

こういった効果のある取り組みをこれからもしっかりやっていただいて、逆に余りにも過剰になっ

ているところを整理していただいて、前にも言いましたけども、何が効いているのかということを評

価し、整理していただいて、効果のあるものにシフトしていくというんですか、有効な対策を効率よ

く徹底してやっていくということもこれからやられたらよろしいんじゃないかなと思います。

以上です。

〇鶴田主査 じゃ、ほかにございますでしょうか。

では、平澤委員。

〇平澤委員 東京電力さんへの意見と質問です。

東京電力さんの資料の10ページのところで、基本ルール、工事共通仕様書、それと詳細ルール、ガ

イドという説明いただきました。非常にいい方法だと思うんですけど、ちょっと私の理解不足のとこ

ろを教えてください。工事の共通仕様書というのは、これは元請さん等に対する防火管理安全専任者、

こういう人たちを対象にしたもので、ガイドというのは実際の作業者の方々に向けての非常に簡易な

ガイドという理解でよろしいんでしょうか。

〇東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所室星部長 １つ目の共通仕様書は、これはまさに仕様書で

すんで、契約書に付随する仕様書になっています。ですので、これは元請さんに対しての約束事とし

て書かかさせていただきました。ただし、実態としては、先生今おっしゃるように、これは元請さん

がこれを見て、作業員さんにもこれを使って周知をしているという実態です。

ただ、これも本当に仕様書ですんで、実は厚さが、この安全対策仕様書だけじゃなくて、ものすご

くいっぱい多くて、ものすごく分厚いものなんです。そういう意味で、これを直接使って作業員さん

に周知というのは難しい状況でございます。そういうこともあって、ガイドという形にまとめており

ます。私どもは、このガイドの中でも幾つかは小冊子にさせていただいて、抜粋をして持っていただ

くというようなことでやっております。

〇平澤委員 ありがとうございました。非常にグッドプラクティスだというふうにお聞きしました。
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付随しての質問なんですけど、これは東京電力さんの柏崎サイトだけでの運用でしょうか、それと

も福島も含めてなのか、もう一つ、もう少しバウンダリーを広げて、他の電力さんへの働きかけ、Ｐ

Ｒ等はされていますでしょうか。これが質問です。

〇東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所室星部長 １点目ですけども、これは私ども原子力３サイ

トの共通でこれを作っています。

〇東京電力株式会社海野課長 東京電力の海野と申します。他の電力さんに対しては、以前、昨年の

12月に事業者、他電力さん、メーカーさんも含めて柏崎に一度視察なり現場調査いただいているんで

すが、その中で若干内容についてはご紹介しています。ただし、その時にはまだそのガイドは決定さ

れていない状態でしたので、ガイドそのものはまだお知らせはしていません。そういう状況でござい

ます。

〇平澤委員 ぜひＪＡＮＴＩ等を通じてグッドプラクティスという意味のＰＲをされたらいかがかな

と。意見です。

〇東京電力株式会社海野課長 ちょうどそのワーキング主査は私がやっておりますので、検討させて

いただきます。

〇鶴田主査 他にございませんでしょうか。

では、吉中委員。

〇吉中委員 私は、地盤耐震の関係からこのワーキンググループに参加させていただいているわけな

んですが、中越沖地震を契機にいろいろ対策を講じてこられて、かなり対策が進行しているわけなん

ですけれども、きょう地下で見せていただいた、改めてそのほかに何かないかなと思って見せていた

だいたところの中で、１つは地下の冷却系のポンプを固定しているところなんですけれども、コンク

リート板に固定されているんですが、床のコンクリートの上に、レベルを合わせるためだと思うんで

すが、10センチか、15センチぐらいの厚さのコンクリートで、その上にポンプを載せておられると。

それをボルトでとめておられるんですが、そのボルトは下の床まで達しているんでしょうか、それと

もかさ上げしたコンクリート板のところで止まっているのかと。それが地震時に耐えられるものかど

うかと。それが１点。それを検討しておられるかということですね。

それから、もう一つ、構内そのものじゃないんですけども、それに至る通路の中にかなりロッカー

が立てたままであったと。これは、何かの場合にああいうロッカーも簡単に通路をふさいでしまいま

すので、倒れてふさぎますので、あれは何か対策をしておかないといけないんじゃないかなと、そう

いった感じを受けました。

以上です。

〇東京電力株式会社川俣部長 東京電力の川俣でございます。作っている時の記憶ですので、もうか

なり昔の話で申しわけございません。

機器の台は、スラブ等のコンクリートと一体になっておりまして、いわゆるコンクリートを後打ち
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したとか、そういうものじゃなくて、鉄筋を通して入れております。そういう意味で機器の台が局部

的に弱いとか、そういうことではないというふうに理解しています。ちょっと古い記憶ですので、も

し思い違い等ありましたら、後ほど訂正させていただければと思いますけれども、相当がっちりして

作っているということです。

〇鶴田主査 よろしいでしょうか。

〇東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所室星部長 ロッカーについてちょっとお答えをさせていた

だきます。

先生おっしゃるように、地震の際に仮置きのものが移動してという不適合が何件か出ています。そ

の関係もございまして、実は私、先生のご指摘のロッカーが確認できなくて申しわけなかったんです

が、すべてのものについて必ず転倒防止の金具をつけろという形で指示をしていますし、そうなって

いるものだと思っています。済みません。ちょっと再確認させてください。今の点については。

〇吉中委員 ちょっと裏まで見ることはできませんでしたので。ほかのところは、とめているとこは

見えたんですよ。

〇東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所室星部長 ロッカーですと、きっと上でとめているんだと

思う。上でとめているがために、見にくいんですけども、確認します。

〇吉中委員 お願いします。

〇鶴田主査 他にございませんか。

私のほうからちょっと１点なんですが、柏崎の消防本部さんの資料の16の建屋防御のときなんです

が、この中の左側にアルゴンガスが廊下に、笠木の枠に入っていますね。通常鎖か何かで固定してい

るはずなんですが、これを見ると・・・。阪神・淡路のときにある大学を見に行ったら、ガラス器具

がたくさん割れているんですね。どうして割れたんですかと聞いたらば、机にあるガラス器具が床に

落ちたと。それだけでは割れなかったと。隣にあったガスボンベが転倒して、床の上をすりこぎみた

いにがりがりやって、だめだったと。だから、重量があるものは、吉中先生のご指摘があったように

固定をしなきゃいけないんですが、ボンベとなると本来仮設で持ち運びますので、どうしても固定が

甘くなります。狭いところにあると、かなり重量が大きいので、粉砕機の中に粉砕用の玉を入れると

よく粉になるのと同じなんで、そういうとこで揺れた場合はものすごい運動エネルギーに変換されま

すので、講習会のときなんか、そういうことがあり得るんだという目で管理をしてくださいというふ

うな、非常に細かいとこまでやっていただいているんで、それがうまく講習会で伝わるように工夫し

ていただければと思います。

あと、せっかくいい講習会の内容を消防本部さんのほうでも、電力さんのほうでも、保安院さんの

ほうでもやっておられますので、継続的にやっていただくのもいいかと思いますが、あと地元にも大

学がたしか、新潟工科大学がある。この前ちょっと見せていただきましたけども、そういうところへ

例えば、こういう原子力発電所だけではなくて、防火安全と、溶接の最後で火災になるというのは別
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に日本だけじゃなくて、可燃物管理等が失敗して、高層マンションが燃えてしまう事例もありますの

で、地域の産業にとっても同じような情報を適切に管理するということは重要だと思いますので、も

ちろん地域全体でそういう防火安全のレベルを上げていくことも重要だと思いますので、社会人講座

とか、あるいはそういうものをどこか提携していただくとか、やっていただくとか、消防本部さんの

ほうにもお手伝いいただいて、学生、要するに就職前の人にも情報を出していく。地域の人にも出し

ていただく。あるいは、社内の人も定期的に夜学といいますか、そういうところで研修受けたら、あ

る程度何か単位認定するような、そういう制度が考えられると思いますので、ぜひこれから、せっか

く貴重な資料を作っていただいていますので、なるべく活用して、国際的なというよりも、地域的な

ところにも貢献いただけるように工夫をお願いしたいと思います。

以上でございます。

〇東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所室星部長 すみません。この写真からは、確かに固縛をし

ている様子がうかがえないんですが、これひょっとすると角度によっての話と、これパイプでやって

いますんで、パイプで四隅で支えている、必ず何か支えているはずです。もしくは、載っていますの

は、まさに今こういう視点でものすごく厳しくやらせていますんで、きっとどこかで固縛しているん

だと思います。

〇鶴田主査 時間の関係もありますので、これぐらいで。今の出していただいた資料、非常に貴重な

ものがありますんで、なるべくいろんなものに活用いただけるように、いろんなところでお願いした

いと思います。

議題の２でございますが、原子力発電所における火災防護の高度化に関する検討についてというこ

とにつきまして検討したいと思います。火災ハザード解析を活用した火災防護対策、その検討の進め

方、進捗状況につきまして、これは事務局のほうからご説明いただきます。よろしくお願いいたしま

す。

〇渡辺火災対策室長 それでは、資料2212―５でご説明したいと思います。原子力発電所における火

災防護対策の高度化についての検討状況ですが、高度化といってもいろいろ方策はあるんですけれど

も、現在取り組んでおりますのは、主としてアメリカ等で導入が進んでいる火災ハザード解析を活用

して高度化を進めようというところでございます。

前回ワーキングでは、こういった取組みの背景とか方向性をご説明いたしましたけれども、今回は

少し詳しい作業内容と、これまで検討を行ってきた中での課題をご説明いたしまして、委員の皆様か

らいろいろご意見、ご示唆をいただいて、今後の作業に反映していきたいと、このような趣旨でご説

明させていただきたいと思います。

まず、検討作業の実施体制なんですけれども、これは３ページ目の別紙１を見ていただきたいと思

います。検討作業の実施体制といたしましては、左側にありますとおり、原子力安全基盤機構を事務

局とする関係者間での会議を開催しておりまして、ＪＮＥＳ側で作業会の運営のほか、技術的な調査
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検討をやっていただいています。

また、黄色枠にありますとおり、事業者側で、電事連さん、原技協さんの方にプラント情報の提供

とか技術的な調査検討をやっていただいています。

また、下の方にありますけれども、技術的な面でメーカーさんにもご協力いただいています。全体

の方針とか統括というのを保安院側でやらせていただいています。

また、あとちょっと枠外みたいな形で書いていますけれども、この秋からは消防庁消防研究センタ

ーの方にも防火技術一般、あと防火の方で一般的に使われている火災ハザードのシミュレーションな

んかもいろいろ知見があるということで参加していただいていると、このような状況であります。

この作業会の開催状況は、その下ですけれども、予備的な会合は21年度末からやっていますけれど

も、今年度４月以降、柏崎、美浜のウォークダウンを本格的に開始して、大体月一、二回のペースで

開催をしていると、このような状況でございます。

また、１ページ目に戻っていただきます。全体の作業状況については最後のページに前回のワーキ

ングでお示ししています本事業の検討フローも再掲しておりますので、適宜ご参照いただきながらお

話を聞いていただければと思います。

まず、作業として、１つは火災ハザード解析に関する文献調査、主としてＩＡＥＡとか米国の文献

を調べておりますけれども、こういったことをやっております。関連規定とか火災ハザード解析の全

体像の把握とか、主な計算手法の整理、あるいは火災関連の物性データの収集、整理、また規制上ど

のように他では使われているのかというようなことの情報収集、またあるいは国内の設計手法との比

較等について作業を進めています。引き続きこういった文献調査の作業は継続中というところでござ

います。

また、（２）ですけれども、アメリカの例を踏まえて、国内に導入していくためにはどうすればよ

いかという意味での技術的検討をやっておりまして、１つはモデル箇所の現地調査をやっております。

柏崎刈羽、また美浜の方で試算対象２カ所ずつ選定してやっておりまして、午前中見ていただいたの

もその一部となってございます。また、当該モデル箇所を対象として試算も行っております。これも

今作業を継続中でございます。

また、（３）ですけれども、国内向けの物性データの取得に係る火災実験等というのを今計画をし

ておりまして、国内で用いられている可燃物に関してのデータの取得、海外の手法というのはアメリ

カならアメリカの可燃物前提になりますので、その国内版をというようなところの検討をしておりま

す。また、あわせて現行の国内法令の基準の解釈において引用されている日本電気協会の規格等の中

身についても再確認というのを改めて実施していくというようなことも考えております。

これらについて、別紙２から４で少し詳しく説明したいと思います。これらについては、原子力安

全基盤機構、また電事連さんの方の作成資料がかなりの部分を占めておりますけれども、事務局から

まとめてご説明させていただきたいと思います。後ほど適宜補足いただければと思います。
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まず、別紙２で４ページからご説明したいと思うんですけれども、これは先ほど別紙１でご説明し

ました体制全体の中での取組みをここではピックアップしてございます。

まず、火災ハザード解析に関する文献調査ですけれども、具体的には５ページ以降にあるようなも

のを調べています。

１つは、５ページの上にありますとおり、ＩＡＥＡとかアメリカの法令の規定とか、あるいは指針、

規格等について主だったところを収集して、内容の読み解きなんかをしています。特にアメリカの一

番下にＮＦＰＡ805というのがありますけれども、これが火災ハザード解析を用いた安全対策というこ

とで、そのための規格になっておりまして、今回の検討上のメインの対象ということになっておりま

す。

その下にいきますけれども、こういうハザード解析の手法の中でどういうコードが用いられている

かということについても調査をしております。

また、次の６ページですけれども、火災ハザード解析に関連しての物性データについて、過去どう

いったものがあるのかということでアメリカのデータ、あるいは国内で火災関係のデータでどのよう

なものが使われているのかということについて、原子力の分野もそうなんですが、建築一般とか消防

庁で集めているデータなども参考にしながらデータの充実を図っております。

あと、その下ですけれども、国際的に検討されている解析手法の例というのもＩＡＥＡ、あるいは

米国の例というのを調べていると、このようなところでございます。

７ページに移りますけれども、そういう文献調査をしている中で、主な火災伝播解析コードの比較、

整理を試みております。それが７ページの上の一覧表になりますけれども、ここでピックアップして

いるのはコンピュータを使ってのコンピュータシミュレーションの手法をビックアップしております。

大別しますと、この欄でいうと上から３番目の数値解法というところでＺｏｎｅとかＣＦＤとか書い

てあるところがあるかと思うんですけれども、大きく言うと、このＺｏｎｅモデルと呼ばれるものと

ＣＦＤという流体解析の方法とに大別されます。Ｚｏｎｅモデルのほうは、区画内を２層に区分けし

て計算を行う。すなわち火災の熱気流がたまっていく上部の高温層と、その下部の低温層に区分けし

て計算を簡略化するという手法です。こういったものと、流体解析のほうは基本的には空間を格子状

に細かく区分けして数値流体力学上の計算をコンピュータを使ってがりがりやっていくという方法で

して、今回の事業の中では、Ｚｏｎｅモデルの方からＣＦＡＳＴと呼ばれる手法、ＣＦＤの方からは

ＦＤＳと呼ばれる手法を選んで試算をしてみております。Ｚｏｎｅモデルに関しては、国内の建築基

準法の避難計算で煙の降下時間の予測などにも既に用いられているところではございます。

７ページの下半分なんですけれども、簡易的な火災評価手法です。火災ハザード解析の用語という

のは多義的なところがございまして、ただＩＡＥＡとかアメリカの関連文書を見る限り、必ずしもコ

ンピュータシミュレーションの手法だけに限られているわけではないようです。それ以外の手法を使

っての、並行的に使っての全体としての評価ということを表しているようでして、アメリカの例では
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ＮＲＣの規制当局の検査官向けの簡単にした定量的な評価手法というのを提供していて、それが火災

のダイナミックスツール（火災動力学ツール）というようなものとしてまとめられています。

これは、エクセルの計算でできるような形での割と簡易化されたもので、具体的には８ページの上

半分にありますようなイメージのものです。これは、危険物の液体なんかが漏れて、それがプール状

になったところで火がついた場合にどのような熱の伝わり方を周囲でして、どう温度が上がっていく

かというようなことの計算例になります。ちょっと字が小さいかつ不鮮明で恐縮なんですが、下の入

力パラメーターとか熱特性データというようなところを個別の条件に応じて入力をしていって、エク

セルシート上、火災工学で一般に認知されている経験式、これは日本の建基法なんかでも活用されて

いるようなタイプのものをエクセル上埋め込んでおいて、簡易計算では天井温度がどれぐらいになり

ますよとか、そういったことを計算できるようにしてあるものでございます。

８ページの下ですけれども、今回試算に用いているＣＦＡＳＴとＦＤＳについて概要をまとめてい

る資料でございます。特に「特徴」のところなんですけれども、ＣＦＡＳＴの方は、先ほど言いまし

たように、かなりラフな仮定を置いておりますので、その分高速計算が可能で、解析時間も数十秒の

オーダーで済むというところです。ただ、計算を簡略化する上でいろいろ過去の実験式とか工学的判

断とか、いろんな仮定を置いていますので、いろいろモデル化するに当たっては実験等々によっての

妥当性確認が必要というところがございます。

一方で、ＦＤＳの方なんですけれども、これは格子の切り方とか部屋の大きさにもよりますが、非

常に計算時間が長くかかります。今回モデル化したような場所ですと、解析時間は数日のオーダーと

いうことになります。比較的性能のいいコンピュータを使ってもそれぐらいと聞いております。です

ので、そういった意味で仮定とかは比較的少なくて済むんですね。がりがりその計算をひたすらして

いきますんで、物理化学上の法則に従って。ただ、時間がかかるということで、向き不向きという点

からいけば、火災の区域とか小区画みたいなところをある程度限定して、そこの小さい範囲内での詳

細な解析に使うのが向いているんじゃないかというような手法です。

あと、ＦＤＳについてもそうなんですが、各物品自体の燃焼データそのもの、どれぐらいの熱量が

出るかとか、それがどれぐらいのスピードで燃えるかという点については、もともとシミュレーショ

ンから即出てくるものではありませんので、あくまで実測などに基づくデータから持ってくる必要が

あると。かつそれが非常にシミュレーション結果にも大きな影響を及ぼすという非常に重要なデータ

になってございます。

続いて、９ページですけれども、これは参考ということで、ある程度概略をまとめたものですけれ

ども、日本と海外の火災防護の設計上の比較といったあたりなんですけれども、火災の発生防止、早

期検知、消火、影響軽減といういわゆる多重防護の基本的な枠組みは共通しております。

ただ、部分的に少し異なるのではないかと思われるというのも幾つか見られまして、例えば火災の

発生防止に関してアメリカとかＩＡＥＡの基準上は、もともと固定されている設備内の油とかそうい
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ったものと、後づけで持ち込まれる可燃物というのは余り分け隔てなく評価されているようなんです

けれども、日本の指針などでは持ち込み品というのは設計面ではなくて、どちらかというと管理面で

対応するというようなことで過去取り扱われているという経緯がございます。

また、火災の早期検知、消火のところでも、特に消火設備に関してアメリカなどではスプリンクラ

ーのような自動消火というのもかなり期待しているところはあるようです。一方で、日本の場合だと、

自動消火設備ということで部分的にガス系消火設備とか泡消火設備といったものがあるにはあるんで

すが、一般的なそれ以外の部分に関して言うと、スプリンクラーといったようなものは余りなくて、

人的な対応中心というところがございます。

火災の影響軽減ですけれども、延焼防止を図る上で耐火壁による封じ込め、そういう区画一本で封

じ込めをするやり方と、そうではなくて、他の消火設備とか、そういった効果込みで影響軽減をする

方式と、大きく言うと２つに各国とも大別されます。日本の場合、どちらの手法をとるかというのは

あまり優先性がなくて、適切に手法を組み合わせてやってくださいという形になっていますけれども、

アメリカ等ではどちらかというと耐火壁による封じ込めのほうが先に書かれていて、そこで合わない

場合にはそれ以外の手法を組み合わせて対策をとりましょうということになっています。

あと、非常に大きく異なる点というのは、やはり火災ハザード解析の点でして、アメリカとかＩＡ

ＥＡは規定類ではっきり火災ハザード解析なる用語自体も出てきて、位置づけがあるんですけれども、

日本の場合は原安委の指針などでは、火災の影響軽減の側面におきまして、もともとの可燃物等から

予想される火災の影響というのを評価しましょうよということに、定性的な記述としてはなっている

んですけれども、解析そのものに関しての具体的な規定はないと、このような状況でございます。

ＩＡＥＡの方も技術的な手引なんかも整備されていますし、アメリカにおいては従来からの仕様規

定、いわゆる決定論的な評価に代えて、選択可能な性能規定ということで位置づけられているという

ところがございます。

あと、実際の使われ方としてアメリカの場合もプラント全体を先ほどのような、特にＦＤＳのよう

な詳細シミュレーションをかけているわけではどうも必ずしもないようで、今までの仕様規定に適合

しないところに重点を置いて、こういった評価手法を使っているというようなことのようです。

あと、特徴としては、アメリカの場合ですと、設計もそうなんですが、管理面、あるいは自衛消防

等も含めて、基準、規格の類が日本に比べると全般に具体的なところはございます。

あと、９ページの下はご参考でお出ししましたんで、説明は省略したいと思います。

10ページですけれども、詳しい説明は省略いたしますが、ちょっと注目したいのは、上の方の米国

の状況で、左側にＮＦＰＡ805移行というのがありますけれども、これがアメリカの火災ハザード解析

に関しての主要規格なんですが、ＮＦＰＡ805を用いた評価手法に移行したいという意思表明をしてい

るプラントの数というのが、これまでのところ50あると。プラントの全体が104のうち50ほど、そうい

った表明をされているという状況でございます。



21

続いて、10ページの下からはモデル箇所におけるウォークダウンと試算の状況なんですけれども、

11ページに移りまして、検討のアプローチといたしまして、２つ目の段落に書いてありますとおり、

火災防護上の目的とか、求められる精度に応じた手法を構築したいというように考えていまして、ま

たあと、こういった整備に向けてはモデルプラントの実地調査と、また対象箇所における試解析を実

施するという作業方針で進めております。

具体的な作業の進め方は、11ページの下にあるとおりで、モデルプラントとして美浜、柏崎刈羽か

ら選ばせていただいて、それぞれ試験的にウォークダウンを数カ所で行わせていただいて、さらにそ

こから火災ハザード解析の試算をするためのモデル化の箇所というのを２カ所ずつ選ばせていただい

ています。

午前中も申し上げましたとおり、試算をするに当たって、熱がいろんなケーブルの類にどのような

影響を及ぼすかというのが非常に重要なポイントになってまいりますので、あえて熱の影響を受けや

すい火源上部に本来そこの位置にはないケーブルをモデル化する際にはあえて置いて、温度の予測な

んかをしようとしているというところがございます。主な火災ハザード解析手法を用いた試算という

ことで、ＣＦＡＳＴとＦＤＳをピックアップしているという状況でございます。

12ページですけれども、これまで火災ハザード解析に必要なデータ取りということで、基本情報を

設計図面から収集し、またウォークダウンで確認というようなことをやっています。12ページの上に

あるとおり、建築構造、材料、あるいはその設備等の状況、そういったところを主体として調べてお

ります。

12ページの後半は、柏崎刈羽で具体的にどのようなウォークダウンをしていったかというあたりに

ついて整理させていただいていますが、ちょっとここは省略いたしまして、13ページに移りたいと思

います。

これ午前中見ていただいたモデル化した部屋の例で、13ページは高圧注水系のＣ室なんですけれど

も、今回解析用のモデル化がどのように行われるかというイメージをつかんでいただく趣旨で添付し

てございます。

１つには、建築構造とか、そのレイアウトについて整理するということと、また右上のほうにあり

ますけれども、材質がどのようなものが使われているかというようなことでの諸元的なものも、この

中では整理がされる。また、右下に燃焼条件を示すということでＨＲＲというのが出てきますけれど

も、これは物が燃えるときの熱放出割合で、この場合はポンプの潤滑油が燃えるというシミュレーシ

ョンしようとしていますので、潤滑油自体の熱放出割合としてこういった入力をするということです。

また、その下の方の図にありますとおり、この場合は高圧注水ポンプの下の方で出火するという仮定

を置いていますけれども、ここで出火した場合に上の方に熱気流がどう流れていってとか、周囲にど

う熱輻射があってというあたりを計算で影響評価をして、周りにどのような影響が及ぶのかというあ

たりを求めていこうと、こういう趣旨の手法でございます。
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14ページも同様で、詳しい説明は省略をしますけれども、14ページの補機冷却室の方が、全体とし

て見ていただいたとおり、複数の機器が配置されていて、より複雑なもんですから、どちらかという

と、そういう周囲の機器への影響がどう及ぶかというあたりにウエイトを置いたシミュレーションの

バリエーションというようにお考えいただければいいんじゃないかと思います。

続いて、15ページですけれども、ＦＤＳを用いた場合のアウトプットイメージというのもご参考で

お示ししております。ＦＤＳの解析から、①から⑤のようなデータが得られるわけですけども、①か

ら③にありますとおり、各部位の温度変化とか、④のようなガス濃度変化、あるいは⑤のような熱放

出割合の変化などといったデータが得られまして、例えば真ん中辺にガス温度変化の出力例等といっ

たグラフを載せていますけれども、こういったアウトプットが得られます。

また、下半分にありますとおり、そういった得られたデータというのを立体的にグラフィック表示

なんかもＦＤＳを使うとできるというようなところでございます。

16ページですけれども、これまでＦＤＳを用いた試算をやっている中での所感的なところといたし

まして、何点か書かせて頂いていますけれども、①ではＦＤＳとかＣＦＡＳＴもいろいろ計算上簡略

化されている点がありますので、出てきたアウトプットというのが物理的にどういう意味を持ってい

るかというのを理解することが重要だということがございます。

また、それとちょっと関連するんですが、②にありますとおり、各手法で解析方法が違うので、出

てきたアウトプットというのもそれぞれ違うわけですね。例えば周辺への延焼時間みたいなものもそ

うなんですが、こういったものについてもどう考えるのかというのが整理が必要になります。

あと、③ですけれども、熱放出割合というのは計算結果に非常に大きな影響のあるデータでして、

非常に重要なんですけれども、参考としてアメリカの解析で用いられているコードでの熱放出割合と

いうのは、過去の国内データよりも保守側、どちらかというと激しく燃える方向での設定にどうもな

っているようでして、こういった点からすると、実験によって実際どうなのかというあたりを確認す

るニーズが高い分野かなというように思われます。

あと、④で、これはかなりテクニカルな話なんですけれども、ＦＤＳの計算プログラム、種類によ

っては空間格子の、メッシュの設定数に上限があって、メッシュの寸法も部屋のサイズとの関係によ

っていろいろ制約が出てくると。メッシュ内でデータが、温度とか、そういったもののデータが平均

化されるので、メッシュが粗くなりますと、局所的な解析の精度は低下する傾向にございます。です

から、天井表面は本当はすごく温度が高いのに、メッシュが粗くなることによって平均化されて、天

井表面に火がつかないような計算結果というのも想定されなくはないということですね、例えば。さ

らに言えば、ＣＦＡＳＴの場合、２層にメッシュ分割していると見ることもできますので、そういっ

た意味では計算手法としては、より粗いものだということは認識しておく必要がございます。

⑤ですけれども、実際計算機を回してみると、先ほども言いましたけど、ＦＤＳなんか１回やると

数日かかってしまうので、むやみやたらに全部これを適用するというよりは、その評価の目的等に応
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じた適材適所の手法を選択できるようにするというのが実用上重要というように思います。その意味

では、先ほど紹介しましたアメリカのＦＤＴＳと呼ばれるような簡易な計算式とか、適合仕様の例示

等も併用していくというのが現実的じゃないかというように思われます。

あと、⑥ですが、持ち込み可燃物についても解析上の知見の積み重ねが重要かと思われます。

続いて、火災試験の状況なんですけれども、これはまだ計画段階ですので、簡単にご紹介したいと

思うんですけれども、17ページの上のアプローチにありますとおり、国内外の指針等における想定火

災とかウォークダウン結果等を踏まえて、実施する項目の抽出をしていっている段階です。あと、別

紙３にありますとおり、民間主体で並行して作業が行われている部分もございますので、そことの関

係なんかも整理しながらということなんですが、17ページの下半分、あるいは18ページにありますと

おり、国内外の比較、指針の類でどのような火災が想定されているのかというあたりなども踏まえつ

つ、19ページにありますような試験項目の選定というのをしまして、火災試験の内容としては、今の

計画の段階では19ページの下に一覧表としてまとめているようなことを考えております。可燃性物質

の試験、油火災試験、ケーブル火災試験、電気盤等々です。この表で対象としているのは、どちらか

というと、ある物品単体でのデータ取りで、まずここからやっていこうというようなことで予定して

いまして、これらが周囲にどう延焼するかというところまでのさらに大かがりな実験等については、

また必要性も含めて引き続き検討というようなことで考えております。

ちょっとページを飛びまして、22ページですけれども、まだ実験自体も完全には実施できていない

段階なんですが、火災試験をいろいろやって、データ取りをしながらシミュレーション手法にどうつ

なげていくかということを検討する必要があるということも考えておりまして、今現在想定している

検討内容としては入力パラメーターの検証とか、境界条件での影響把握、燃焼挙動ということでいろ

んな燃え広がり、延焼の類、あるいは消火の効果とか、そういったあたりも今後検討が必要ではない

かというように考えております。

あと、23ページ以降の別紙３ですけれども、これは民間側で主体的に実施していただいている取組

みで、当然別紙１で紹介した全体の体制にもフィードバックはされてございます。時間の都合上、本

検討に関連の深い点のみでご説明させていただきたいと思うんですが、まず24ページから26ページに

かけましてですけれども、米国のブラウンズフェリー火災にかんがみまして、1977年から83年の取組

みとして、主だった可燃物についていろいろ条件を変えながら国内データ取りというのをされており

ます。

その結果といたしまして、26ページの下にありますように、補機の油、右下にありますとおり、燃

えた場合についてどのような燃焼範囲になるかとか、電気盤についても当該盤内部だけで隣に影響が

基本的にはないとか、ケーブルについても制御ケーブルと電力ケーブルで燃える範囲が違う。あるい

は、電力ケーブルも間隔をとることで周りに延焼しないというようなデータが過去得られております。

先ほども言いましたけど、アメリカの火災コードというのがこういった国内データと比べると、ど
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ちらかというと延焼を含めて激しい燃焼性状を想定するような形になってございます。

それが結果として27ページの上にありますような、今国内法令で引用されている電気協会規格の中

でも想定火災として反映されていると、このような状況でございます。

あと、民間側の取り組みとして、過去のデータ取りに続いて、今火災評価マニュアルの高度化をし

ていくに当たって、引き続きのシリーズで実験を予定されていまして、具体的には28ページの上にあ

りますとおり、可燃性、難燃性物質のデータ、あるいは電気盤の盤内火災、こういった点について、

関係の大学なんかとも連携してデータ取りをされるというように伺っております。

あと、長くなって恐縮なんですけれども、30ページの別紙４ですけれども、本検討のアウトプット

であります評価マニュアル自体の検討状況なんですが、今どのようなことを考えているかと申します

と、まずマニュアルの趣旨、位置づけ的なものですが、火災ハザード解析を用いて評価を行う場合の

技術的な手引ということをまず目指しております。その作成したマニュアルの活用方策とか法的な位

置づけというのは別途検討しようということで、まず手引として整理しようとしております。

マニュアルの基本構成としては、火災ハザード解析の一般通則的なところを本文といたしまして、

これは下に書いてあるアウトライン的なものをイメージしていますが、②に書いてありますとおり、

個別編として主な活用方策ごとの具体的な手法というのを整理していこうというように考えておりま

す。主な活用方策の例として今想定していますのは、持ち込み可燃物の管理でありますとか自衛消防

力の確保、あと火災防護上の設計の方にもこういったものを使えないかというように考えております。

ちょっと注記していますけれど、自主保安での活用も念頭に置いていますので、必ずしも原子力安全

のコアな部分だけじゃなくて、一般防火も含めて汎用的な内容にする方向で今議論しております。

あと、評価方法のアウトラインとしては、まず評価をする対象とか目的を手順としては設定をして、

その関連する範囲内で解析上必要な現状の把握、危険要因の特定をして、それに当たっては設計図書

の確認とかウォークダウンをしてと。③にありますとおり、そういった前提条件のもとにハザードと

か防護対策の評価をしていくと。評価内容としては、ａにありますとおり、火災性状そのものに関し

ての評価のステージ、消火等の対策の効果込みでのそういった評価ですね。これに当たっては、先ほ

ど言いましたようなコンピュータシミュレーションとか簡易な経験式といったものを想定しています。

またあと、火災によっての影響、直接燃えてしまったものについての機能上の影響もありますし、特

に間接的な影響としてケーブルが燃えた場合に、つながっている先にどう影響が及ぶかというような

あたりも対象には最終的にはなっていくかと思います。それらを踏まえて、講じられている対策が妥

当かどうかというあたりが評価としては必要になってくるかと思います。あと、こういった対策とい

うのを定期的に実施して、必要に応じて改善というあたりも盛り込んでいきたいと思います。

また、２ページに戻っていただきたいんですけれども、今現在の検討状況というのはそういったと

ころなんですが、２ページにこれまでの作業における主な検討課題というのを載せさせていただいて

おります。時間の都合上、詳細な説明は省略いたしますが、総じて言いますと、いろんな手法がある
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中で、各手法で計算上の設定の細目をどうするかと。とりわけ火源の入力をどうしたらよいのかとい

うあたりが１つ論点になっています。とりわけアメリカの想定と国内でのこれまで得られているデー

タ等にかなり違いがありますので、そこをどう考えるかと。また、それをどう実験でデータ取りして

いくかというところがあります。また、もう一つは、今マニュアルの検討状況で見ていただいたよう

に、解析全体のデザインをどうするか、どういう手順でやるか、どういう手法を選択するか、評価を

どのように判断するか、その指標をどうするかといった点。あと、これを実際どのように運用するの

か。自主保安としての推進方策はどうしたらよいか、あるいは今後法的位置づけをどう考えるかとい

ったあたりですね。こういった点が今議論になっております。

あと、当面の作業としては、まだまだそれぞれの作業が継続中なもんですから、各種データの取得

とか試算を継続していって、それらを相互にフィードバックしながらマニュアル案というのを徐々に

固めてまいりたいと、このように考えております。

長くなりましたけれども、事務局からの説明は以上です。

〇鶴田主査 ありがとうございました。

では、ただいまのご説明につきましてご意見、ご質問等ある方は挙手の上、お願いいたします。

ちょっと私のほうから少し補足的な話をさせていただきます。今事務局のほうからかなり丁寧な説

明があったんですが、火災伝播解析コード比較ということで、数値解法の中でＺｏｎｅ、Ｚｏｎｅ、

ＣＦＤ、ＣＦＤ、Ｎｅｔｗｏｒｋという欄がありましたけども、普通建物というのは例えばこの部屋、

天井は普通張ってあって、照明があって、天井面から５センチぐらいのところに火報のセンサーがあ

ると。これは、どこへ行ってもほぼ同じなんですが、この廊下を見ていただくと、天井の下にダクト

があって、照明はかなり下にあって、あと波板みたいな金属板の中に火報が入っていると。火報とい

うのは、あくまでも通常の建築物を想定して設計されているのを原子力発電所に入れているんですが、

そこでどういう挙動するかというのは、ライブラリーに入っているのと同じかというと、正直に言え

ばわからない。ほぼ相関するだろうということでやっていますが、そこら辺はやはり原子力施設特有

の構造の中でセンサーの、機器としてじゃなくて、取りつけ環境でどういう挙動をするかと・・・。

ここだってよく見ていただくとわかりますけど、出入り口と空調の関係で１本はここで、もう一本は

対称な位置についている。だから、これは通常の建物の想定でつけてはいますけども、そういうとこ

ろでどういう挙動を示すかというのは一応確認が必要かもしれないと。

あと、普通通常の建物は、換気はしていますけど、そんなに強い換気じゃない。ところが、原子力

発電所の場合は、中にもありましたけど、ダクトがあって、ダクトから吹いて、所によっては負圧管

理をしている。そうすると、換気の方向が決まってしまっている空間であって、ところがＣＦＤとか

Ｚｏｎｅというのは通常建物を想定していますので、自然に流れていくというのを前提に考えていま

す。自然に流れないところにいると当然違いますので、そういうのがちゃんと入っているかどうかと

いうのが多分必要になります。
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その中でＺｏｎｅ、ＣＦＤと、ＣＦＤはさっき言った、渡辺さんからご説明あったんですけども、

決め打ちじゃなくて、ある程度細かく計算しましょう。だから、境界条件ではちゃんと出るんですが、

世の中には自然換気をほとんど期待できない空間というのもあります。どこかというと鉱山です。鉱

山だと、入り口から入れて出ていくと。原発もよく見てみると、吸気口から排気筒までは１本なんで

すよ。私も前、研究所にいたときに、私の同僚が言うには、原発を建物と見るのか、鉱山、要するに

換気系の一部として見て解析するのか。これは、多分２つアプローチがありまして、ここもちゃんと

Ｎｅｔｗｏｒｋというのは鉱山用からきた解析なんですね。だから、１個でいいかというと、喚気が

動いているときは多分鉱山用の解析でいくだろう。それがフェーブすると今度は、フェーブする段階

というのは設計で考えるんですが、そこまでいってしまうと、多分ＣＦＤみたいなのでチェックが必

要か。だから、１個で済むかというと、原発でもＰＷＲとＢＷＲがあって、それぞれ伝熱の主体とか

対流が違うわけですから、火災解析も同じで、換気が動いているときと止まったときとは違う。そう

いうのもあるんで、かなり今専門的な話を抜いて説明いただいたんですが、発熱をどう評価するかと

か、どういうモデルがいいかとか、ちょっと調べたほうがいいでしょうねという話はあったんです。

でも、これは非常に負荷が大きいので、やはりうまく分担して、過剰な負担にならないようにする必

要がある。あと、アウトプットをどう使うかということ。そこの論点をやっぱり整理して、計算はで

きたけど、これをどういうふうに読むんですか、新設時にはリスク評価、じゃ物理的なものをどう持

っていくんですかというところの結びつけの基礎データをどうしましょうかと、そういう話が少しこ

れからだということでご説明いただいたようでございます。

今のところについて何かご質問とかコメントございましたらお願いします。

〇中部電力株式会社奈良間部長 今主査がおっしゃられたもの、例えばＦＤＳだとか、ああいったも

ので換気条件だとか、あるいは酸素濃度だとか、煙の影響だとか、すすですね。そういったものが複

雑に絡んでいるとよく承知をしていて、ですのでその辺をよく注意をしてやらなきゃいけないなとい

うのは承知していますんで、今後保安院さんとかＪＮＥＳと共同して、必要なものはやっぱり実験を

してとらなきゃいけないということで考えています。今そういったところで３者会議等をやらせてい

ただいておりますので、なるべく火災防護対策評価マニュアルが使えるものとなるように頑張ってお

りますので、またこういった場で紹介した時にいろんなご意見をいただければなと思います。

それから、先ほど室長の方から、日本と、それから米国の火災防護の違いというものを表にしてい

ただいて、簡単に説明していただいたのがこの資料の９ページ目のところの上の表だったんですけれ

ども、もうちょっと簡単に整理すると、今米国のほうで、先ほどおっしゃられたように、このモデル

を使っていろんな解析をして、パフォーマンスベースと言われているのに移行をしています。それは、

先ほどプラントがこういうふうにつくられていて、今こういう段階ですと、10ページのところに書い

てありましたけど、米国はもともと仕様規定、３時間耐火で囲まれていることとか、60フィート離し

て、かつ自火報と自動消火設備をつけなさいというのと、１時間耐火で囲まれているんだったら、か
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つ自火報と自動消火装置つけなさいというのがあって、それが決定論できているので、難しいという

ので、今度は性能規定ということで、高温停止機能を１個確実に持ちなさいよということと、低温機

能は72時間以内に回復できることという性能規定を設けて、それによってパフォーマンスベースに移

行しながら何とかということもやっています。日本の場合は、先ほど仕様規定という意味でいくと、

例えば先ほど実験の紹介がありました。その中で可燃物というか、電気盤についてもアメリカでは電

気盤は全部燃えると言っているんですね。でも、日本の場合には実験を実際に灯油を入れて燃やして、

無理やり燃やして、隣に燃え移らないというのを実験でやりながら、それを使いながら火災防護の設

計をずっとやっていた経緯があります。ですから、そういったことで日本はどちらかというと性能規

定というイメージがあって、それに対していろんな実験とか手法を使って証明してきていると。

あとは、火災ハザード解析のモデルの中で温度分布という話がありましたけど、過去の研究の中で

は、電力では多分60ケースくらいの部屋をいろんなパターンをつくって、実際に燃やして、温度を測

定して、どういうふうな温度分布になるのかというのも踏まえながら温度評価式をつくって、実際に

燃えるとこれぐらい温度になりますねという、機能維持できますかねということも考えながら、いろ

いろ過去にやってきました。しかし、現在は物もだんだん変わってきている。デジタルになるとか、

それから新しい情報をとらなきゃいけないということで、今やっているモデリングに使えるようなデ

ータをとれるものとか含めて、どういった試験をやって、データを持っていけばいいか。ＪＮＥＳさ

んと共同して、使えるものは一緒にやる、使えないものはそれぞれやるということで今いろいろやっ

ておりますので、もう少し、半年とか１年でなかなか終わらないかなと思うんですけど、我々事業者

もぜひ協力してやりたいと思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

〇鶴田主査 ほかにございませんでしょうか。

はい、渡邉委員。

〇渡邉委員 今のお話で、要するに共同してやるということなんですけど、作業会が今共同してやっ

て、実施体制ができていると。恐らくいろんなデータをとるための実験をやったりするようになると

思うんですけど、効率上げるために産官協力というか、共同研究みたいな格好で、お互いにデータを

共有していくというアプローチをとらないと、無駄なことをやってしまうような感じがするので、少

しそういう形でやってはどうかと。多分今まで余りそういう体制で共同してやられたことないと思う

んですよね。規制側と産業界が。そういう一つの新たな試みというか、そういう格好でいくのにはい

い材料かなとも思うので、ぜひそういう方向で向いてほしいなという感じがします。

それと、ちょっと１つ質問なんですが、ウォークダウンで今回モデルプラントで２カ所ずつ、ＰＷ

Ｒ、ＢＷＲ、場所を選んだんですが、私は今一ぴんとこない場所だなと感じていまして、というのは

１つは止まっているポンプのところで火災想定しても余り意味なくて、むしろいつも動いているポン

プのところで火災を想定しないといけないんじゃないかなと。ＰＷＲだったら特に１次冷却材ポンプ
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は高温の配管が通っていて、そこに保温材が巻かれていて、そこで火災が起こる可能性はやっぱり十

分高いわけですね。だから、そういう観点での場所を選ぶとか、何かそういう選ぶに当たっての少し

基準というか、何かそういうものを少し示してほしいなという感じがしました。

〇鶴田主査 今の点どうでしょうか。

〇渡辺火災対策室長 非常に適切なご意見だと思いますので、やっぱり過去の火災がどう起きている

かというところも踏まえて、そういったところを選ぶ必要があるかと思いますので、まだ正直言いま

して全体の実験プランが、おっしゃっていただいたように、関係機関間でどうデマケしながら作業を

進めるかというところについてまだまだ議論が足りない点ございますので、そういった点に注意しな

がら進めたいと思います。

〇鶴田主査 よろしいですか。

〇渡邉委員 はい。

〇鶴田主査 ほかにございますでしょうか。

かなり構造的な話があったようですけど、結果として22ページのようにガスとか温度が出たときに、

これがプラントの運転に関して影響があるのかないのかというのが１つ重要になると思いますので、

もちろん物理的に細かいとこまで出るというわけじゃないんですが、これが出たときに機器がどうい

う挙動をするのか。つまり通常の温度で大丈夫なものが温度が上がったときにどういう挙動するかと

いうのがちゃんと把握されているかどうかというのが１つ重要になりますので、火災が起きたらもう

それで機能全損ですと考えるんじゃなくて、性能規定となったときに、起きてもこの性能が維持され

るとなるとすると、性能が担保される条件がちゃんと明確に把握されているかどうか。だから、そう

するとそういうデータベースも実は必要であって、そうじゃないものがあったら、そこはもう仕様書

的にアウトだという対応になりますので、やはりそういう、先ほど渡邉委員からあったように、戦略

的にきちっと、じゃどういう性能規定でイエス、ノーという振り分けをしていくか。そうすると、そ

の背景のバックデータ、地道にちゃんとこれを産業界、研究機関含めて、ちゃんとそれを積み上げて

いけるかどうかと、そこのやっぱり目標、そういうことをちゃんときちっと土台がつくっていけるか

というところを、しかも規制当局と推進側の方でちゃんとそれをある程度透明性を確保して、いろん

な方に見ていただけるように体制をつくっていくというのがないと多分これ、データはあったけど、

これ大丈夫ですかと、そうするとまたぐるぐる戻ってしまいますので、やはりその前に、そこのとこ

で閾値がどうだという議論にしないように、ちょっと細かな数値が出る前に一応枠をきちっと決めて

いただいて、どこでアクセプトするしないを、ロジックも含めて、それは特に渡邉委員にお願いして、

どういう考え方でアプローチするかを決めて、アウトプットをうまく生かせるようにお願いしたいと

思います。

時間の関係もありますので、議題２はこれぐらいにしまして、次の議題でございますかね。

きょうは、その他の報告事項というものがございます。火災防護に関する学協会規格の活用につい
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て、日本電気協会「原子力発電所の火災防護規程」（ＪＥＡＣ4626―2010）の技術評価及び技術基準

解釈改正に関するパブリックコメントについて事務局から報告していただきます。

また、先日の原子力安全規制情報会議テクニカルセッション10の実施結果、第１回柏崎国際原子力

耐震安全シンポジウム実施結果及び核燃料施設の火災防護ガイドラインの検討状況についてもあわせ

て事務局から説明をいただきます。よろしくお願いします。

〇渡辺火災対策室長 まず、資料2212―６ですけれども、学協会規格の活用ということで、前回ワー

キングで７月にご審議いただきました発電用原子力設備に関する技術基準の解釈の一部改正、またそ

のもとになっております電気協会規程の技術評価書案に関するパブリックコメントについての状況報

告でございます。

前回のワーキングで委員の皆様方からいただいたご意見を踏まえまして、これらにつきまして一部

見直しをして、パブリックコメントを実施してございます。並行して９月、10月に原子炉小委あるい

は防災小委にも本件ご報告しております。

意見公募の対象としては、これも前回お配りしております解釈の一部改正の新旧対照表と技術評価

書案ということで、ちょっと量が多いので、下の技術評価書案のほうは概要も含めてちょっと添付は

省略させていただいております。

意見募集自体は、９月９日から10月８日まで実施いたしております。ちょっとその後の処理に時間

かかっておりますけれども、今意見に対する回答の取りまとめ等を行っておりまして、それが済み次

第、解釈の改正を行っていく予定にしております。

続きまして、資料2212―７、原子力安全規制情報会議についてでございますが、既にご存じの方も

多いかと思うんですけれども、ことしの10月に保安院初の試みとして原子力安全規制情報会議という

ものを開催いたしました。趣旨としては、規制活動の見直しと一般社会の理解、信頼感の醸成を図る

という趣旨で、公開の場で多様なステークホルダーと集中的に議論することを目的とするということ

でございます。開催日程といたしましては10月７日から８日で、７日の午前中が全体会合でプレナリ

ーセッションなんかが行われています。７日の午後から８日にかけてテクニカルセッションというこ

とで、テーマを幾つか、10ほど設定いたしまして、個別の議論をしていったということで、テクニカ

ルセッションの10番目で火災関連も取り上げております。

それが大きな２以降のところですけども、テーマとしましては原子力施設における火災防護の現状

と今後の展望についてということで、中越沖地震を契機としての各種見直し、あるいは体制強化等の

状況、また国際的な動向としての火災ハザード解析の活用の状況等を踏まえて、保安院における取り

組みの現状報告及び関係者間においての議論を行うということで進めさせていただきました。

開催の概要自体は、下にありますとおり、10月８日で、傍聴者数約100名、出席者としてコーディネ

ーター鶴田先生にお願いしておりまして、２ページ目にいきます。パネリストとしては、ここに書か

れているとおりでございます。
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討論の内容といたしましては、冒頭保安院側から規制庁側の取り組みを説明した後、パネリスト３

名の方からプレゼンをいただいて、議論を行っています。またあと、今回一般の方からもいろいろ質

問事項を事前の段階、また会場でも質問票を配って、回収させていただいて、それをピックアップし

て、パネリストから答えるようなこともやってございます。

主な討論のところは、ちょっと時間の都合上、省略させていただきますけれども、こういう当日の

議論なんかも踏まえて、今後の施策にも反映していきたい、このように考えております。

続いて、シンポジウムの件につきましてはＪＮＥＳさんが主催ということで、恐縮ですが、平澤委

員のほうからご説明いただきたいと思います。

〇平澤委員 ＪＮＥＳから参加しております平澤です。ちょっとＪＮＥＳの宣伝が大きいところがあ

りますが、ちょっと３分、５分ほど説明させてください。

資料の2212―８ですが、ＪＮＥＳとＩＡＥＡが共催いたしまして、第１回柏崎国際原子力耐震安全

シンポジウムというものを先月３日間、柏崎市、それから新潟工科大学で行っております。火災の部

分も若干絡んでいるんですけども、まずこの原子力耐震安全シンポジウム、これは柏崎の中越沖地震

を契機にしまして、２ページ目の文中、中段ほどですが、地震の事実、知見等を国際的に共有して、

原子力の耐震分野の情報交換にとどまらず、共通課題を抽出して方向性を議論していきましょうとい

うことが趣旨になっております。柏崎の原子力発電所での経験というのは、ＩＡＥＡの中に新しく国

際耐震安全センター、ＩＳＳＣというものが設立されました。この設立のトリガー、引き金として非

常に大きな効果となっております。これに関連しまして、我々ＪＮＥＳ、それから新潟工科大学及び

東京電力さんで国際的な耐震安全研究として、新潟工科大学の中に原子力耐震・構造研究センター、

これを設立をしております。こういった規制側、それから事業者さん、それから学、新潟工科大学の

協力で耐震・構造研究センターというものが設立されております。

次の３ページ、４ページ、５ページ、ここで行われましたシンポジウムの構成等を書いています。

３ページのところで耐震安全のシンポジウム、ＡからＤまでの４つのセッションで、詳細は、ほとん

ど見えませんが、５ページのところでＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄのセッションの内訳を書いてございます。Ａで

は地震と地震動、それからセッションＢでは津波、セッションＣでは裕度及びリスクの評価、セッシ

ョンＤで地震情報の伝達システム。セッションＤは、大橋ワーキング以降の自衛消防隊の強化等、そ

れから安全、安心にかかわる情報発信という意味でもセッションＤが今までの柏崎火災、変圧器火災

に関連するセッションでした。

４ページ、５ページは説明を省略させていただきます。

６ページでまとめ及び主な議論を記載しております。最後になりますけども、このシンポジウムは

ＪＮＥＳと、それからＩＡＥＡの共催で実施をされて、中越沖地震を契機に国際的に地震安全に関す

る取り組みの活動、そういったことに関しての議論が行われております。６ページの中段のところで

すけども、先ほど言いました地元住民の方の安全、安心という観点からの情報発信という意味で、通
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信、連絡手段に係るワークショップ、このセッションも行われました。この中で、このワーキンググ

ループの主査の鶴田先生から地震被災後の防火性能のあるべき姿及び地元消防機関等の対応能力、こ

れらを最大限に生かす必要性というものに対しての提言をしていただいております。こういった柏崎

中越沖地震後の変圧器火災をトリガーとした活動の一環としてＪＮＥＳとＩＡＥＡの耐震安全シンポ

ジウム、こういったものが開かれているという紹介です。

これに関連しまして、先週の土曜日だったと思いますけど、ＮＨＫの「サイエンスＺＥＲＯ」、東

京だと３チャンネル、教育テレビなんですけども、そこで柏崎の中越沖地震後のテレビ放映、耐震、

それから情報連絡等の放映がありました。再放送が今週週末にあるというふうにお聞きしていますの

で、ぜひ興味のある方はご覧いただければというふうに思います。

以上です。

〇渡辺火災対策室長 引き続きまして、最後の資料の2212―９ですけれども、核燃料施設の火災防護

ガイドラインです。これも前回のワーキングで概略、方向性などについてはご説明しておりまして、

今回は時間の都合上、開催状況等のみご報告させていただきたいと思います。

本資料は、大部分前回資料を再掲しているものですが、最後のスライド５、１枚めくっていただい

て、ごらんいただきたいと思うんですけれども、火災防護ワーキングの実質的な分科会のような形で、

スライド４にありますとおり、ＪＮＥＳさんでサブワーキンググループというのをつくっていただい

ていまして、そこに記載のメンバーの有識者の方のご意見をいただきながら議論しています。またさ

らに、実質的な作業部隊として関係者間で作業部会というのを設置、同じくしていまして、そこで具

体的な調べ事とか資料作成を行っています。それぞれ月１回程度、サブワーキングについてはちょっ

と頻度が間引きになっていますけれども、頻度で検討してございます。これとまた別に、12月22日に

は現地調査ということで東海の加工、再処理にも行く予定にしていまして、火災防護ワーキングの委

員の皆さんにもお声がけさせていただいているところです。また、年明け以降には六ケ所の現地調査

も予定しておりますので、またお声がけさせていただきたいと思います。

この件については、次回以降の本ワーキングでもう少し具体的にご説明して、審議をいただきたい

と考えております。

以上です。

〇鶴田主査 ありがとうございました。

ただいまのご説明につきましてご意見、ご質問等、ご発言がございましたら挙手の上、お願いいた

します。

〇渡邉委員 技術評価の話なんですけど、前回の議事録の２ページに、これ前の多分私の発言したと

ころだと思うんですけど、要するに他のいわゆる原子炉の設計に関する規程の技術評価とはちょっと

違ったプロセスを踏んでいるなという印象を受けていまして、それで私、前回は原子炉小委でちゃん

と議論すべきじゃないかという発言させていただいたんですが、それで保安院はこれに対してどうい
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う技術評価の位置づけをしたのかという答えをその時確かいただいていないという理解なんですけど、

今回そのままパブリックコメントにいって、これできっと別記２が改正されて、解釈になるわけです

ね。そうすると、何かあまり技術評価のプロセスが明確にならないままいってしまったなというのが

私の第一印象なんですが、その辺ちょっとご説明願えませんか。

〇渡辺火災対策室長 技術評価、民間規格の活用などに関しては、当該年度にどういった規格につい

て、どの審議会のどのワーキングで議論を行うかというのが保安院全体として計画立てられておりま

して、この火災防護の規程に関しては火災防護ワーキングの場で行うというのが当初から予定されて

おります。ですので、そういった意味では技術評価の保安院としてのプロセスとしては正規なものと

いうように考えておりますけれども、原子炉関係ということで、この状況につきましては、先ほども

ちょっと簡単に申しましたとおり、このワーキングの親の防災小委及び原子炉関係ということで原子

炉小委にもご報告はさせていただいております。

〇黒木審議官 ちょっと補足いたします。すみません。技術基準として学協会規格をエンドースして、

性能規定化した省令に、具体的に学会などの新しい知見をできるだけ素早く入れようというシステム

でございます。この制度ができて数年やって、実はエンドースの仕方、新しいやり方に今ちょうど変

えようというふうに考えておりまして、最初に新しい方の話をしますと、やっぱり技術的な話なので、

ＪＮＥＳ主体に技術基準、学会基準、学会は学会の観点からつくられた基準ですので、それを省令に

適用できるものかどうかという判断はＪＮＥＳ中心にやってもらうと。でき上がったものを最終的に、

これはどうしても省令62号に適用するものかどうかということで国が関与しないといけなくなります

ので、中身はもう基本的にＪＮＥＳに見てもらって、最後、省令の具体的な規格になるものですよと

いう手続的なところだけを本院がやりましょうと。そこの部分は、炉小委でしたか、ある一つの小委

員会、保安部会の一つの小委員会で責任持って見ましょうというのが新しいシステムです。

従来のシステムはどうなっているかというと、一番関係の深い委員会で検討していただいて、その

上で技術基準にしましょうという、そういう形になっていました。ＪＮＥＳの関与の仕方は、どちら

かというと、主体というよりもサポートするという立場でした。それで、従来省令62号がそもそも商

業炉の省令なもんですから、ほとんどのものが炉小委でエンドースされていたんですけれども、火災

防護については一番やっぱり知見があるところが保安部会の中でどこかなと見渡した場合、ここの委

員会が一番火災については知見があって、炉小委で議論してもなかなか実質的な議論にならないだろ

うということで、それで防災小委のもとにある火災ワーキンググループで見ましょうという形でお願

いした次第でございます。

それで、渡邉委員がおっしゃったように、何かいつもと違うじゃないかというのは確かにそうなん

ですけれども、私ども考え方としてはそういう形でやっていたんですけれども、ほとんどのものが炉

の技術的事項だったもんですから、炉小委でずっとやられていたということでございます。

やはり新しいやり方というのは、これからそうＪＮＥＳでやってもらうんですけれども、今までの
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やり方でもう一度中で見渡しても、この小委員会以上に適切な委員会はやはりないなということで、

若干説明が不足して、唐突感があったところはおわび申し上げないといけないんですけれども、この

委員会で見ていただいたということをベースにして、それでパブコメに入ったと、そういうことでご

ざいますので、ぜひご了解いただければと思っております。

〇渡邉委員 要するにワーキンググループでやる、どこでやるかというのは構わないんですが、やる

んだったらもう少しやっぱり時間をかけてやるべきだと思うんですよね。この間も１回の会合全部で

はなくて、一部しか使わなかったと。やっぱり本当に技術評価をやるんだったら、やっぱり二、三回

時間かけてやらないと、我々もちゃんと中身が読めないんですよ。だから、そこに我々にとってある

意味フラストレーションが逆にたまってしまっているんで、そこを少し考えてほしかったなというの

が私なんかの印象なんですね。だから、今まで１回で終わりにするというのはほとんどなかったよう

な気がするんですよ。今までの技術評価に関しては。よほど変更のないものとか、そういうのは別に

して。もう少し時間をかけてやるべきだったんじゃないかなと、もし本当にここでやるということに

するんであれば。そういう印象なんです。

〇鶴田主査 では、ほかの事項に対してよろしいでしょうか。

もう時間がほとんどなくなっておりますが、特にご意見がなければ、報告事項は以上にして、その

他のことにつきまして、多分事務局の方から別な事項があると思いますので、お願いいたします。

〇田口火災対策班長 本日の会議の議事要旨、議事録については事務局で作成し、委員の皆様にご確

認いただいた後、ホームページ上に公開させていただきたいと思います。

次回の具体的なスケジュールにつきましては、主査とご相談の上、ご連絡させていただきたいと思

います。

〇鶴田主査 ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして第12回火災防護ワーキングを終了させていただきます。

本日は、お忙しいところ、まことにありがとうございました。どうもご苦労さまでした。

問い合わせ先：経済産業省原子力安全保安院原子力防災課火災対策室

電話：03-3501-1637

FAX：03-3580-8539


